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2015年度税制改正大綱＊で、マイホームが購入しやすくなる改正が
いくつか盛り込まれました。主なものをピックアップして紹介します。
＊2015年度税制改正大綱は2015年3月1日現在ではあくまでも改正案ですが、
　政治情勢に変動がない限り成立する見込みです。

［監修］落合会計事務所　税理士・CFP　落合 孝裕

住まいと税金

※1　東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額は、別に定められています。
※2　消費税率8％の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により中古住宅を取得し、消費税が非課税となる方。
※3　「質の高い住宅」とは、①省エネルギー性の高い住宅（断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4）、②耐震性の高い住宅

（耐震等級【構造躯体の倒壊等防止】2以上または免震建築物）、③バリアフリー性の高い住宅（高齢者等配慮対策等級3以上）、のいず
れかの性能を満たす住宅。

　親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が延長されます。非課税限度額は下表

のとおりです。

　贈与税は税率が高いので、通常は税額が大きくなります。仮に2015年に、親や祖父母から、これといった目的がな

く1,500万円の贈与を受けたとすると、贈与税額は366万円になります。ところが、これが住宅取得資金の贈与であれ

ば（質の高い住宅の場合）、贈与税額は0になります。

 2015年   1,500万円 1,000万円
2016年1月～2016年9月   1,200万円 700万円
2016年10月～2017年9月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
2017年10月～2018年9月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
2018年10月～2019年6月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

税制改正でマイホームが購入しやすくなります

住宅取得資金を贈与した場合の贈与税非課税制度の延長・拡充

質の高い住宅（※3）    左記以外の住宅（一般）     質の高い住宅（※3）    左記以外の住宅（一般）
契約年

消費税率10％が適用される方　　　　　　　　　左記以外の方（※2）

●住宅取得資金を贈与した場合の贈与税の非課税限度額（※1）
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すまい給付金のホームページ URL ● http://sumai-kyufu.jp/

　住宅ローン減税というのは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、一定期間にわたって、住宅ローン

の年末残高に応じて一定割合を所得税から控除してくれる制度です。この制度が延長され、2019年6月末まで入居し

た場合に適用されます。

　控除額は下表のとおりです。住宅ローン減税は、所得税が少ないため控除額を全額控除できなかった場合は、残り

を住民税からも控除することができます。ただし控除上限額があり、下表のようになっています。

　住宅を取得し、収入が一定以下の場合、「すまい給付金」を受け取ることができます＊。この制度が、2019年

6月入居の場合まで延長されることになりました。

　給付額（消費税率8％の場合の給付額）は次のとおりです。詳しくは、「すまい給付金」のホームページをご

参照ください。

＊消費税が課税されない住宅取得の場合は、給付の対象にはなりません。

※1　不動産会社やデベロッパーなどの事業者からマイホームを購入する場合は消費税が課税される。売主が事業者ではなく、個人間の取
引でマイホームを購入する場合は消費税は課税されない。

※2　長期優良住宅、低炭素住宅の場合は控除対象借入限度額5,000万円、最大控除額500万円
※3　長期優良住宅、低炭素住宅の場合は控除対象借入限度額3,000万円、最大控除額300万円

※1　消費税率10％時の給付額についても与党合意されています。
詳しくは、すまい給付金のホームページをご参照ください。

※2　実際の給付額は、市区町村が発行する課税証明書の住民税
（都道府県民税）所得割額に基づき決定されます。

●住宅ローン減税による控除額（2019年6月末までに入居の場合）

400万円（※2）

200万円（※3）

●消費税率8％の場合の「すまい給付金」給付額 （※1）

相続税の基礎控除（相続税がかからない枠）が、2015年1月1日以降の相続から、下のようにこれ
までの6割に縮小されました。たとえば法定相続人が3人の場合、これからは相続財産が4,800万
円を超えると相続税が課税される可能性があります。不動産を有効活用することで、相続税対策
を行うことができるので、詳しくは専門家にご相談ください。

収入額の目安（※2） 給付額

425万円以下 30万円
425万円超475万円以下 20万円
475万円超510万円以下 10万円

住宅ローン減税の延長　所得税・住民税が減税

すまい給付金の延長　新築住宅だけでなく、中古住宅も対象

改正前（2014年12月31日までの相続）： 5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数）

改正後（2015年1月1日以降の相続）： 3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）

●相続税の基礎控除の縮小

消費税率が8％または
10％の場合（※1）

上記以外の場合（※1）

4,000万円（※2）

2,000万円（※3）

1％

1％

10年

10年

13万6,500円

9万7,500円

消費税率等 控除対象
借入限度額

毎年の
控除率

控除
期間

最大控除額
（10年間の合計）

住民税からの
控除上限額

相続税増税と
不動産の有効活用
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賃貸住宅を探す時、契約時、入居中、更新時、退去時の注意点をまとめました。
賃貸住宅を借りる際の参考にしてください。

［監修］深沢綜合法律事務所　弁護士　大桐 代真子

賃 貸 住 宅

　お部屋探しをする前に、①いつから住むか、②どこに住むか、③

家賃はいくらぐらいまでなら無理なく支払えるか、について計画を

立てておきましょう。特に資金面については、入居時に家賃以外に

敷金（通常は家賃の0～2ヵ月程度）、礼金（同0～2ヵ月程度）、仲

介手数料（同1ヵ月程度）、引越し費用などが必要となります。一例

ですが、家賃が10万円、敷金が家賃2ヵ月分、礼金が家賃1ヵ月分、

仲介手数料が家賃1ヵ月分、火災保険料が1万円、引越し費用が5

万円とすると、入居時に56万円かかることになります。

　計画と予算が決まれば、インターネットや住宅情報誌などで多く

探す時、契約時、入居中、更新時、退去時の注意点

計画と予算、優先順位をあらかじめ考えておく

2

　売買契約だけでなく賃貸借契約についても、仲介や代理を行う

不動産会社は入居予定者に、契約前に賃借物件や契約条件に関す

る重要事項の説明をしなければなりません。重要事項説明は、不

動産会社の宅地建物取引主任者（または宅地建物取引士、右ペー

ジの下参照）が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交

付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。その説明をよ

く聞き、記載された内容に疑問や不明な点があれば、しっかり確認

しましょう。内容をよく理解した上で契約をすることが大切です。

　一般的に賃貸住宅を借りる場合、連帯保証人が必要になります。

重要事項説明をよく聞き、しっかりと確認する

3 4 5

の情報を集めましょう。あるいは不動産店へ行って相談し、探して

もらうのもいいでしょう。その際に、「交通の便がいい」「日当たり

がいい」「近くに商店街がある」「オートロック」「ペット可」など希

望条件を整理し、あらかじめ優先順位を考えておきましょう。

　気に入った物件があれば、もちろん建物や部屋の内部を確認する

とともに、周辺を歩いて環境や駅からの距離などもチェックしましょ

う。ちなみに、広告や物件案内で「徒歩△分」という表示があります

が、徒歩1分＝道路距離80メートルとして算出しており、信号待ちや

坂道などは考慮されておらず、所要時間とは必ずしも一致しません。

連帯保証人は単なる保証人とは異なり、大家さんから家賃の支払

いを求められたとき、「まず借主に求めてください」と反論できませ

んし、「借主の財産を先に差押えてください」ということもできませ

ん。連帯保証人は誰がなるかという決まりはありませんが、賃貸住

宅の場合は一般的に親、兄弟等、近い親族がなることが多いよう

です。なお、連帯保証人を立てられない人や、立てたくない人たち

のために、連帯保証人の役割を担ってくれる家賃保証会社を利用

できるようにしているケースもあります。必要な場合は、不動産会

社に相談してください。

探す 契約 入居 退去更新

1

2

探す

契約
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国土交通省・「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について URL ● http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
東京都・「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン（改訂版）」～概要～ URL ● http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm

　不動産の売買契約や賃貸借契約をする前に重要事項説明を行う有資格者「宅地建物取引主任者」
の呼称が、2015年4月1日から「宅地建物取引士」に変更されます。
　ただし、宅地建物取引主任者の免許証である「宅地建物取引主任者証」の有効期間は5年間で、
2015年4月1日以降でも、宅地建物取引士が有効期間内の「宅地建物取引主任者証」を使用しても問
題はありません。したがって当分の間、「宅地建物取引主任者証」を提示する宅地建物取引士と、「宅
地建物取引士証」を提示する宅地建物取引士が混在することになりますが、同一の国家資格です。

　入居が決まれば、まず不動産会社や大家さんの立会いのもとで

キズや故障がないか等、部屋の原状確認をしましょう。退去時のト

ラブル防止になります。入居中はいうまでもありませんが、大声を

出したり、共用廊下に物を置いたりせず、ルールを守りましょう。ご

み出しも時間や分別を守らなければ近所に迷惑がかかります。

　また、備え付けの装置が故障したときは、すぐに不動産管理会社

や大家さん等に連絡し、修理をしてもらってください。たとえば、備

え付けの換気扇が故障し、長期間放置したとします。その結果、部

備え付けの装置の故障はすぐに連絡を

　住まいの賃貸借契約は、通常は契約期間が定められていますが

（1～2年が一般的）、その期間が過ぎても住み続けたい場合は契

約を更新することになります。契約終了の日が近づくと、一般的に

は不動産管理会社から「更新のお知らせ」というような書類が届き、

それに従って手続きします。

　更新時は、借主が更新料を支払うよう契約で定めているケース

がほとんどです。この更新料については有効か無効か、たびたび裁

判で争われてきましたが、2011年7月15日に最高裁が、賃貸住宅の

最高裁判決で更新料は高額過ぎなければ有効

　賃貸住宅の契約書の多くには「借主は、明渡しの際に原状回復

しなければならない」というようなことが書かれています｡そのため、

退去時に相当の費用が請求されることになるかもしれないと心配

している人もいます。

　原状回復とは、入居当時の状態にまで回復することをいうので

はなく、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借

経年劣化、自然損耗の回復は貸主負担

「宅地建物取引主任者」と「宅地建物取引士」は同一の国家資格です

屋のどこかにカビが発生したとします。その場合、カビの発生が、

換気扇の故障を長期間放置した借主の責任になってしまい、退去

時にハウスクリーニング代等の支払いを要求されるケース等も考え

られます。換気扇の故障の原因が借主にある場合（分解したなど）

は別ですが、通常は、いきなり動かなくなり、故障の原因がわから

ないというケースがほとんどで、この場合、修理は不動産管理会社

や大家さん等が行い、修理費も大

家さん等が負担することになります。

主の責任によって生じた損耗やキ

ズなどを復旧することをいいます。

一般的には経年劣化、自然損耗の回復は貸主負担となり、通常の

使用では考えにくい劣化や損耗の回復は借主負担となります。

　この点については、国土交通省や東京都がガイドラインを作成し

ているので、参考にしてください。

更新料は高額過ぎなければ有効と判決しました。最高裁の判決の

ポイントは、①更新料には経済的合理性がある、②明確な合意が

あれば有効、③高額過ぎるなどの特段の事情がない、などです。逆

にいえば、明確な合意がなかったり、更新料が高額すぎたりした場

合は無効になるケースもありうるということになります。ちなみに、

最高裁で争われた3件の事案の更新料は、2件については「契約期

間1年で更新料が賃料の2ヵ月分」で、1件については「契約期間2

年で更新料が賃料の2ヵ月分（最終更新時には1ヵ月分）」です。

宅地建物取引士宅 地 建 物
取引主任者

3

4

5

入居

退去

更新
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東京都宅建協会は、東京のまちづくりに貢献しています
　公益社団法人東京都宅地建物取引業協会は2012年4月
1日に東京都知事の認定を受け、公益社団法人に移行した団
体です。前身の社団法人東京都宅地建物取引業協会は
1965年（昭和40年）に設立され、50年の歴史を培っていま

●東京都宅建協会【32支部のご案内】    URL  http://www.tokyo-takken.or.jp/shibu.html

●「都民生活に関する世論調査」結果（2014年11月）のホームページ
 URL  http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/11/60obr100.htm

千代田中央支部
台東区支部
文京区支部
港区支部
江東区支部
江戸川区支部
墨田区支部
葛飾区支部
足立区支部
荒川区支部
品川区支部
大田区支部
目黒区支部
世田谷区支部
新宿区支部
渋谷区支部
杉並区支部
中野区支部

●東京都宅建協会・32支部電話番号

03-3293-0878
03-3876-4400
03-3818-1521
03-3593-2241
03-3636-5893
03-3654-0411
03-3622-1221
03-3602-6646
03-3889-2297
03-5855-0091
03-3782-0177
03-3732-3871
03-3719-9910
03-5787-3751
03-3361-7171
03-3461-3222
03-3311-4937
03-3387-5977

千代田区、中央区
台東区
文京区
港区、島しょ
江東区
江戸川区
墨田区
葛飾区
足立区
荒川区
品川区
大田区
目黒区
世田谷区
新宿区
渋谷区
杉並区
中野区

支部名 該当行政区 電話番号 支部名 該当行政区 電話番号

中央
ブロック

城東
ブロック

城南
ブロック

城西
ブロック

豊島区支部
北区支部
板橋区支部
練馬区支部
武蔵野中央支部

北多摩支部

立川支部

国分寺国立支部
西多摩支部

調布狛江支部
府中稲城支部
南多摩支部
八王子支部
町田支部

03-3984-2977
03-5390-2202
03-3579-4900
03-3992-1248
0422-26-5891

042-467-3188

042-548-1251

042-323-4900
0428-24-1005

042-482-1782
042-333-8881
042-372-8620
042-625-1341
042-723-1351

豊島区
北区
板橋区
練馬区
武蔵野市、三鷹市、
小金井市

小平市、東村山市、西東京市、
清瀬市、東久留米市

立川市、東大和市、
武蔵村山市、昭島市

国分寺市、国立市
西多摩郡、青梅市、福生市、
あきる野市、羽村市

調布市、狛江市
府中市、稲城市
日野市、多摩市
八王子市
町田市

城北
ブロック

多摩
ブロック

す。現在、東京都内の不動産業者の55％にあたる約1万
5,200名が加入する東京都で最大の不動産業界団体です。
　東京都宅建協会には本部と32支部があり、東京都・各区市
町村に協力して、住みやすいまちづくりに貢献しています。

「今お住まいの地域に今後もずっと住みたいと思いま

すか」という質問に、78.2％が住みたいと回答しました。

　　　地域定住意向の理由

日常の生活環境、地域への愛着等が上位

●地域定住意向…今住んでいる
　地域にずっと住みたいかどうか

「今お住まいの地域に今後もずっと住みたい」と回答した

人に、その理由を聞いたところ、生活環境、自分の土地や

家があるに続き、地域への愛着が上位になっています。

　　　地域定住意向

78.2％が今住んでいる地域に住みたい

●地域定住意向の理由（3つまで選択）

52.0
45.0　　　

42.2　　　　
39.7　　　　　

27.0　　　　　　　　　　
16.9　　　　　　　　　　　　　　　

15.5　　　　　　　　　　　　　　　　
10.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
0.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4 5

わからない
10.0

買物など日常の生活環境が整っているから
自分の土地や家があるから

地域に愛着を感じているから（住み慣れているから）
通勤・通学に便利なところだから

静かで住環境がよいから
緑などの自然環境がよいから

親や子供、親類が近くにいるから
治安の面で安心だから

仕事や商売に都合がよいから
防災の面で安心だから

文化や教育の面で環境がよいから
福祉サービスが充実しているから

その他
わからない

（n＝1,850）
%

%

（n＝1,447）

住みたい
78.2

住みたくない
11.8
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